
 

 １　規則等の題名

　　　高知県公安委員会公文書管理規則の一部を改正する規則 

 ２　根拠法令・条項

　　　高知県公文書等の管理に関する条例（令和元年高知県条例第１号）第14条 

 ３　公募した規則等の概要

  　　国家公安委員会行政文書管理規則（平成23年国家公安委員会規則第８号）の一部

改正を受けて、電磁的方式で作られた記録である公文書ファイル等の移管措置及び

重要経済安保情報である情報等を記録する公文書の管理について定める等、必要な

 改正を行うものです。

 ４  行政手続条例に基づくものか任意のものか

　　　当該意見公募は、高知県行政手続条例（平成７年高知県条例第45号）に基づくも

のです。 

 ５　規則等の制定日

　　　令和８年３月17日（火曜日） 

 ６　結果公示の日

　　　令和８年３月17日（火曜日） 

 ７　意見公募の期間（意見公募期間が30日未満の場合、その理由）

　　　令和８年２月10日（火曜日）から令和８年３月11日（水曜日）まで 

 ８　提出された意見の数

　　　０件 

 ９　結果の概要

　　　本件に対するご意見は寄せられませんでした。 

 

 

 

 



 10　結果資料等の入手方法

　　○　高知県警察ホームページ 

　　○　高知県警察本部警務部総務課公安委員会事務室 

　　○　高知県ホームページ 

　　○　高知県庁県民室（本庁舎１階） 

　　○　各福祉保健所（須崎を除く。） 

　　○　須崎農業振興センター 

 11　担当課・連絡先

　　○　高知県警察本部警務部総務課公安委員会事務室 

　　　　℡：088－826－0110（内線1910） 
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公 安 委 員 会 規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 7日  

高 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長  前 田  み か  

高 知 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号  

高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 公 安 委 員 会

規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ７ 条 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

(３ )  公 安 委 員 会 の 運 営 に 関 す る 定 め そ の 他 公 安 委 員 会 の 委 員

長 又 は 委 員 の 作 成 に 係 る 公 安 委 員 会 の 意 思 決 定 に 関 す る も の

（ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

第 ７ 条 第 ５ 号 を 同 条 第 ７ 号 と し 、 同 条 第 ４ 号 を 同 条 第 ６ 号 と

し 、 同 条 第 ３ 号 の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

(４ )  警 察 法 第 7 9条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 苦 情 の 申 出 及 び そ の 対

応 に 関 す る も の  

(５ )  公 安 委 員 会 又 は 公 安 委 員 会 の 委 員 長 若 し く は 委 員 宛 て の

意 見 、 要 望 等 及 び そ の 対 応 に 関 す る も の （ 前 号 に 掲 げ る も の

を 除 く 。 ）  

第 ８ 条 の 見 出 し を 「 （ 作 成 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 を 同 条 第

８ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 を 同 条 第 ６ 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の １ 項 を

加 え る 。  

７  文 書 の 作 成 に 際 し て は 、 反 復 利 用 が 可 能 な 様 式 、 資 料 等 の 情

報 を 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 し 、 当 該 情 報 を 電

気 通 信 回 線 を 通 じ て 他 の 事 務 室 員 が 閲 覧 す る こ と が で き る よ う

に す る も の と す る 。  

第 ８ 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 の 次 に 次 の ２ 項 を

加 え る 。  

３  歴 史 的 緊 急 事 態 （ 県 及 び 社 会 と し て 記 録 を 共 有 す べ き 歴 史 的

に 重 要 な 政 策 事 項 で あ っ て 、 社 会 的 な 影 響 が 大 き く 県 全 体 と し

て 対 応 し 、 そ の 教 訓 が 将 来 に 生 か さ れ る よ う な も の の う ち 、 県

民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 に 大 規 模 か つ 重 大 な 被 害 が 生 じ 、 又 は

生 ず る お そ れ が あ る 緊 急 事 態 を い う 。 ） に 対 応 す る た め に 行 わ

れ た 業 務 （ 軽 微 な も の を 除 く 。 ） の 記 録 に つ い て は 、 保 存 期 間

が 満 了 し た と き に は 原 則 と し て 高 知 県 立 公 文 書 館 （ 以 下 「 公 文

書 館 」 と い う 。 ） に 移 管 す る も の と し て 作 成 す る も の と す る 。  

４  文 書 は 、 他 の 法 令 等 の 規 定 に お い て 書 面 等 （ 書 面 、 書 類 、 文

書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 そ の 他 の

人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ

の 他 の 有 体 物 を い う 。 第 1 0条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。 ） に よ り 作

成 し 、 又 は 取 得 す る こ と が 規 定 さ れ て い る 場 合 、 当 該 文 書 を 電

磁 的 方 式 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は



認 識 す る こ と が で き な い 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 管 理

す る こ と に よ っ て 事 務 の 円 滑 な 遂 行 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ

る 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 電 磁 的 方 式 に よ り

作 成 し 、 又 は 取 得 す る も の と す る 。  

第 1 0条 中 「 公 文 書 フ ァ イ ル 等 は 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 保 存

期 間 の 満 了 す る 日 ま で の 間 」 を 「 公 文 書 は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の

２ 項 を 加 え る 。  

２  公 文 書 は 、 保 存 期 間 が 満 了 す る 日 ま で の 間 、 必 要 に 応 じ て 記

録 媒 体 の 変 換 を 行 う 等 に よ り 、 適 正 か つ 確 実 に 利 用 す る こ と が

で き る 方 式 で 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

３  公 文 書 は 、 他 の 法 令 等 の 規 定 に お い て 書 面 等 に よ り 保 存 す る

こ と が 規 定 さ れ て い る 場 合 、 当 該 公 文 書 を 電 磁 的 方 式 に よ り 管

理 す る こ と に よ っ て 事 務 の 円 滑 な 遂 行 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が

あ る 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 電 磁 的 方 式 に よ

り 体 系 的 に 管 理 す る も の と す る 。  

第 1 1条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で

あ っ て 年 の 初 日 以 外 の 日 」 を 「 当 該 日 以 外 の 日 （ 文 書 作 成 取 得 日

か ら ２ 年 以 内 の 日 に 限 る 。 ） 」 に 、 「 公 文 書 の 」 を 「 当 該 公 文 書

の 」 に 、 「 そ の 日 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 日 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

(１ )  文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と す る 場 合  

文 書 管 理 者 が 適 当 で あ る と 認 め る 日  

(２ )  文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 を 超 え ２ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と

す る 場 合  当 該 文 書 作 成 取 得 日 の 属 す る 年 の 翌 々 年 の 初 日  

第 1 1条 第 ４ 項 た だ し 書 中 「 フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で

あ っ て 年 の 初 日 以 外 の 日 」 を 「 当 該 日 以 外 の 日 （ フ ァ イ ル 作 成 日

か ら ２ 年 以 内 の 日 に 限 る 。 ） 」 に 、 「 公 文 書 の 」 を 「 当 該 公 文 書

の 」 に 、 「 そ の 日 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 日 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

(１ )  フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と す る 場 合  

文 書 管 理 者 が 適 当 で あ る と 認 め る 日  

(２ )  フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 を 超 え ２ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と

す る 場 合  当 該 フ ァ イ ル 作 成 日 の 属 す る 年 の 翌 々 年 の 初 日  

第 1 1条 第 ５ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ６

項 と し 、 同 条 第 ４ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

５  第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 文 書 管 理 者 は 、

公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る と 認 め る 場 合 に は 、 公 文 書 フ ァ イ

ル の 保 存 期 間 の 起 算 日 以 後 に 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 で あ

っ て 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル に 係 る 事 務 又 は 事 業 に 附 帯 す る 事 務 又

は 事 業 に 関 す る も の に つ い て 、 保 存 期 間 を 文 書 作 成 取 得 日 か ら

当 該 公 文 書 フ ァ イ ル の 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 ま で と し 、 当 該 公

文 書 フ ァ イ ル に ま と め る こ と が で き る 。  

第 1 2条 第 ２ 項 中 「 、 総 括 文 書 管 理 者 の 同 意 を 得 た 上 で 」 を 削

り 、 「 行 う 」 を 「 行 う と と も に 、 総 括 文 書 管 理 者 の 確 認 を 受 け

る 」 に 改 め る 。  



第 1 4条 第 １ 項 中 「 高 知 県 立 公 文 書 館 （ 以 下 「 公 文 書 館 」 と い

う 。 ） 」 を 「 公 文 書 館 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 箇 所 及 び そ の 理

由 」 を 「 情 報 が 含 ま れ て い る 旨 及 び 利 用 制 限 を 行 う べ き 理 由 」 に

改 め 、 同 条 第 ４ 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 の 次 に 次 の １ 項

を 加 え る 。  

４  文 書 管 理 者 は 、 電 磁 的 記 録 （ 電 磁 的 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い

う 。 ） で あ る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 公 文 書 館 に 移 管 す る 場 合 に

は 、 暗 証 番 号 の 設 定 、 暗 号 化 等 の 保 護 措 置 の 解 除 そ の 他 の 当 該

公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 一 般 の 利 用 に 供 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講

ず る も の と す る 。  

第 1 4条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

６  文 書 管 理 者 は 、 移 管 し た 文 書 に つ い て 条 例 第 1 6条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 利 用 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 公 文 書 館 か ら 利 用

の 制 限 に 関 す る 確 認 が あ っ た と き は 、 利 用 制 限 を 行 う べ き 箇 所

及 び そ の 理 由 を 明 ら か に す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と

す る 。  

第 1 8条 第 ２ 項 中 「 講 ず る 」 を 「 講 ず る と と も に 、 事 案 の 内 容 、

影 響 等 を 勘 案 し て 公 安 委 員 会 へ の 報 告 、 公 表 等 の 措 置 を 講 ず る 」

に 改 め る 。  

第 2 2条 を 第 2 3条 と し 、 第 2 1条 を 第 2 2条 と し 、 第 2 0条 の 次 に 次 の

１ 条 を 加 え る 。  

（ 特 定 秘 密 で あ る 情 報 又 は 重 要 経 済 安 保 情 報 で あ る 情 報 を 記 録

す る 公 文 書 の 管 理 ）  

第 2 1条  特 定 秘 密 で あ る 情 報 を 記 録 す る 公 文 書 に つ い て は 、 こ の

規 則 で 定 め る も の の ほ か 、 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成

2 5年 法 律 第 1 0 8号 ） 、 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平

成 2 6年 政 令 第 3 3 6号 ） 、 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適

性 評 価 の 実 施 に 関 し 統 一 的 な 運 用 を 図 る た め の 基 準 （ 平 成 2 6年

1 0月 1 4日 閣 議 決 定 ） 及 び 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り

管 理 す る も の と す る 。  

２  重 要 経 済 安 保 情 報 で あ る 情 報 を 記 録 す る 公 文 書 に つ い て は 、

こ の 規 則 で 定 め る も の の ほ か 、 重 要 経 済 安 保 情 報 の 保 護 及 び 活

用 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ６ 年 法 律 第 2 7号 ） 、 重 要 経 済 安 保 情 報 の

保 護 及 び 活 用 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 令 和 ７ 年 政 令 第 2 6号 ） 、 重

要 経 済 安 保 情 報 の 指 定 及 び そ の 解 除 、 適 性 評 価 の 実 施 並 び に 適

合 事 業 者 の 認 定 に 関 し 、 統 一 的 な 運 用 を 図 る た め の 基 準 （ 令 和

７ 年 １ 月 3 1日 閣 議 決 定 ） 及 び 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ り 管 理 す る も の と す る 。  

別 表 中  

「      

警 察 法 第 7 9条 に 規 定 す る 苦 情

の 申 出 等 の 事 務 に 関 す る も の  

当 該 苦 情

の 処 理 後

３ 年  

廃 棄   

 

」      



を  

「      

公 安 委 員 会 の 運 営 に 関 す る 定

め そ の 他 公 安 委 員 会 の 委 員 長

又 は 委 員 の 作 成 に 係 る 公 安 委

員 会 の 意 思 決 定 に 関 す る も の  

3 0年  移 管 （ 公 安 委

員 会 の 運 営 に

関 す る 定 め に

係 る 公 文 書 フ

ァ イ ル 等 で そ

の 内 容 に 重 要

性 が な い と 認

め ら れ る も の

に あ っ て は 、

廃 棄 ）   

 警 察 法 第 7 9条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 苦 情 の 申 出 及 び そ の 対 応

に 関 す る も の  

当 該 苦 情

の 処 理 後

３ 年  

廃 棄  

 

 公 安 委 員 会 又 は 公 安 委 員 会 の

委 員 長 若 し く は 委 員 宛 て の 意

見 、 要 望 等 及 び そ の 対 応 に 関

す る も の  

当 該 意

見 、 要 望

等 の 処 理

後 １ 年  

廃 棄  

」      

に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則

（ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 保 存 期 間 の

設 定 は 、 文 書 管 理 者 が 公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る と 認 め る 場

合 に は 、 文 書 作 成 取 得 日 が こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 で あ る 公 文 書

に つ い て も 、 新 規 則 別 表 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う こ と が で き

る 。  

３  新 規 則 第 1 1条 第 ２ 項 の 規 定 は 文 書 作 成 取 得 日 が 令 和 ８ 年 １ 月

１ 日 以 後 で あ る 公 文 書 に つ い て 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 は フ ァ イ ル

作 成 日 が 同 日 以 後 で あ る 公 文 書 フ ァ イ ル に つ い て 、 そ れ ぞ れ 適

用 す る 。  

４  新 規 則 第 1 1条 第 ５ 項 の 規 定 は 、 文 書 作 成 取 得 日 が 令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 以 後 で あ る 公 文 書 に つ い て 適 用 す る 。  



新旧対照表 

新 旧 

高知県公安委員会公文書管理規則（抜粋） 高知県公安委員会公文書管理規則（抜粋） 

  

  　（種類） 　（種類）

  第７条　公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。 第７条　公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

    (１)・(２)　略   (１)・(２)　略

  (３)　公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作   (３)　警察法第79条に規定する苦情の申出等の事務に関するもの 

成に係る公安委員会の意思決定に関するもの（前号に掲げるものを除く。）  

　(４)　警察法第79条第１項の規定による苦情の申出及びその対応に関するもの    

  (５)　公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及  

びその対応に関するもの（前号に掲げるものを除く。）  

  (６)・(７)　略   (４)・(５)　略 

　（作成等） 　（作成） 

  第８条　略 第８条　略

  ２　略 ２　略

３　歴史的緊急事態（県及び社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事  

項であって、社会的な影響が大きく県全体として対応し、その教訓が将来に生  

かされるようなもののうち、県民の生命、身体及び財産に大規模かつ重大な被  

害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急事態をいう。）に対応するために行わ  

れた業務（軽微なものを除く。）の記録については、保存期間が満了したとき  

には原則として高知県立公文書館（以下「公文書館」という。）に移管するも  

のとして作成するものとする。  

４　文書は、他の法令等の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄  

本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識するこ  

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。第10条第３項において  

同じ。）により作成し、又は取得することが規定されている場合、当該文書を  

電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること  

ができない方式をいう。以下同じ。）により管理することによって事務の円滑  

な遂行に支障が生ずるおそれがある場合その他特別の事情がある場合を除き、  

電磁的方式により作成し、又は取得するものとする。  

５・６　略 ３・４　略 

７　文書の作成に際しては、反復利用が可能な様式、資料等の情報を電子計算機  

に備えられたファイルに記録し、当該情報を電気通信回線を通じて他の事務室  

員が閲覧することができるようにするものとする。  



８　略 ５　略 

  　（保存） 　（保存）

第10条　公文書は、公安委員会が適切に管理し得る専用の場所において、適切に 第10条　公文書ファイル等は、当該公文書ファイル等の保存期間の満了する日ま

保存しなければならない。 での間、公安委員会が適切に管理し得る専用の場所において、適切に保存しな

  ければならない。

２　公文書は、保存期間が満了する日までの間、必要に応じて記録媒体の変換を  

行う等により、適正かつ確実に利用することができる方式で保存しなければな  

らない。  

３　公文書は、他の法令等の規定において書面等により保存することが規定され  

ている場合、当該公文書を電磁的方式により管理することによって事務の円滑  

な遂行に支障が生ずるおそれがある場合その他特別の事情がある場合を除き、  

電磁的方式により体系的に管理するものとする。  

  　（保存期間） 　（保存期間）

  第11条　略 第11条　略

２　第９条第１項第１号の保存期間の起算日は、公文書を作成し、又は取得した ２　第９条第１項第１号の保存期間の起算日は、公文書を作成し、又は取得した

日（以下この条において「文書作成取得日」という。）の属する年の翌年の初 日（以下この条において「文書作成取得日」という。）の属する年の翌年の初

日とする。ただし、当該日以外の日（文書作成取得日から２年以内の日に限 日とする。ただし、文書作成取得日から１年以内の日であって年の初日以外の

る。）を起算日とすることが当該公文書の適切な管理に資すると文書管理者が 日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場

認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定 合にあっては、その日とする。 

める日とする。  

  (１)　文書作成取得日から１年以内の日を起算日とする場合　文書管理者が適  

当であると認める日  

  (２)　文書作成取得日から１年を超え２年以内の日を起算日とする場合　当該  

文書作成取得日の属する年の翌々年の初日  

  ３　略 ３　略

４　第９条第１項第３号の保存期間の起算日は、公文書を公文書ファイルにまと ４　第９条第１項第３号の保存期間の起算日は、公文書を公文書ファイルにまと

めた日のうち最も早い日（以下この項において「ファイル作成日」という。） めた日のうち最も早い日（以下この項において「ファイル作成日」という。）

の属する年の翌年の初日とする。ただし、当該日以外の日（ファイル作成日か の属する年の翌年の初日とする。ただし、ファイル作成日から１年以内の日で

ら２年以内の日に限る。）を起算日とすることが当該公文書の適切な管理に資 あって年の初日以外の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると

すると文書管理者が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、そ 文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。 

れぞれ当該各号に定める日とする。  

  (１)　ファイル作成日から１年以内の日を起算日とする場合　文書管理者が適  

当であると認める日  

  (２)　ファイル作成日から１年を超え２年以内の日を起算日とする場合　当該  

ファイル作成日の属する年の翌々年の初日  



５　第１項から第３項までの規定にかかわらず、文書管理者は、公文書の適切な  

管理に資すると認める場合には、公文書ファイルの保存期間の起算日以後に作  

成し、又は取得した公文書であって当該公文書ファイルに係る事務又は事業に  

附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を文書作成取得日から  

当該公文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該公文書ファイルに  

まとめることができる。  

６　第２項及び第４項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を ５　第２項及び前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保

保存期間とする公文書及び当該公文書がまとめられた公文書ファイルについて 存期間とする公文書及び当該公文書がまとめられた公文書ファイルについて

は、適用しない。 は、適用しない。 

  　（保存期間が満了したときの措置） 　（保存期間が満了したときの措置）

  第12条　略 第12条　略

２　文書管理者は、前項の措置を定めるに当たっては、公文書ファイル管理簿へ ２　文書管理者は、前項の措置を定めるに当たっては、総括文書管理者の同意を

の記載により行うとともに、総括文書管理者の確認を受けるものとする。 得た上で、公文書ファイル管理簿への記載により行うものとする。 

　（移管又は廃棄） 　（移管又は廃棄） 

第14条　文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した公文 第14条　文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した公文

書ファイル等については、第12条第１項の規定による定めに基づき公文書館に 書ファイル等については、第12条第１項の規定による定めに基づき高知県立公

移管し、又は廃棄しなければならない。 文書館（以下「公文書館」という。）に移管し、又は廃棄しなければならな

  い。

２　略 ２　略 

３　文書管理者は、第１項の規定により移管する公文書ファイル等に、条例第16 ３　文書管理者は、第１項の規定により移管する公文書ファイル等に、条例第16

条第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして公文書館において利用の制 条第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして公文書館において利用の制

限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上 限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上

で、公文書館長に意見を提出しなければならない。この場合においては、利用 で、公文書館長に意見を提出しなければならない。この場合においては、利用

制限を行うべき情報が含まれている旨及び利用制限を行うべき理由について、 制限を行うべき箇所及びその理由について、具体的に記載するものとする。 

具体的に記載するものとする。  

４　文書管理者は、電磁的記録（電磁的方式で作られた記録をいう。）である公  

文書ファイル等を公文書館に移管する場合には、暗証番号の設定、暗号化等の  

保護措置の解除その他の当該公文書ファイル等を一般の利用に供するために必  

要な措置を講ずるものとする。  

５　略 ４　略 

６　文書管理者は、移管した文書について条例第16条第１項の規定による利用の  

請求があった場合において、公文書館から利用の制限に関する確認があったと  

きは、利用制限を行うべき箇所及びその理由を明らかにするために必要な措置  

を講ずるものとする。  

　（紛失等への対応） 　（紛失等への対応） 



第18条　略 第18条　略 

２　総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大の防止 ２　総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大の防止

等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の内容、影響等を勘案して公安 等のために必要な措置を講ずるものとする。 

委員会への報告、公表等の措置を講ずるものとする。  

　（特定秘密である情報又は重要経済安保情報である情報を記録する公文書の管  

理）  

第21条　特定秘密である情報を記録する公文書については、この規則で定めるも  

ののほか、特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号）、特定秘密  

の保護に関する法律施行令（平成26年政令第336号）、特定秘密の指定及びそ  

の解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成26年  

10月14日閣議決定）及び公安委員会が別に定めるところにより管理するものと  

する。  

２　重要経済安保情報である情報を記録する公文書については、この規則で定め  

るもののほか、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和６年法律  

第27号）、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令（令和７年政  

令第26号）、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適  

合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準（令和７年１月31日閣  

議決定）及び公安委員会が別に定めるところにより管理するものとする。  

第22条・第23条　略 第21条・第22条　略

  別表（第11条、第12条関係） 別表（第11条、第12条関係）

公文書の種類 保存期間
保存期間満了時

公文書の種類
 

保存期間
 保存期間満了時

の措置 の措置

略 略

公安委員会の運営に関する定め 30年 移管（公安委員 警察法第79条に規定する苦情の 当該苦情 廃棄 

その他公安委員会の委員長又は 会の運営に関す 申出等の事務に関するもの の処理後

委員の作成に係る公安委員会の る定めに係る公 ３年

意思決定に関するもの 文書ファイル等

でその内容に重

要性がないと認

められるものに

あ っ て は 、 廃



棄）

警察法第79条第１項の規定によ 当該苦情 廃棄

る苦情の申出及びその対応に関 の処理後

するもの ３年

公安委員会又は公安委員会の委 当 該 意 廃棄

員長若しくは委員宛ての意見、 見、要望

要望等及びその対応に関するも 等の処理

の 後１年

略 略

備考　略 備考　略


